


平成２０年２月１５日  
 
経済産業省  製造産業局  
紙業生活文化用品課長 加藤  庸之  様  
 

「古紙配合率追加実態調査」の回答について 
 

大興製紙株式会社  
品質管理部 勝亦政之  

 
 

古紙配合率追加実態調査に係る「当面の対応に関する項目 1～2」、「過去の事実関

係に関する項目 3～8」、「今後の対応に関する項目 9～10」について回答致します。 
 

記 

項目１．  

○古紙配合率問題は「業務執行会議」で対応しています。  
○取締役（４名）及び執行役員ほか（９名）で構成しています。  
○日本製紙連合会主催の古紙配合率問題検討委員会からの検討・調査項目につ

いて実施しています。  

項目２．  

○弊社は素材メーカーであり、製品（巻取原紙、平判原紙など）ごとに原料構

成等の表示をしていないため、表示の訂正、削除の措置は実施していません。 

項目 3．  

○板紙（色板紙）：平成１３年４月から。  
○包装用紙（一般両更クラフト紙）：平成１３年４月から。  

項目 4．  

○平成 13 年 4 月当時の板紙事業本部(板紙)の本部長以下の担当者および営業部

(包装洋紙)の部長以下の担当者です。  

項目 5．  

○平成２０年１月２３日。  

項目 6．  

○本社・板紙抄紙工程（３号抄紙機）…板紙  
○本社・洋紙抄紙工程（５号抄紙機）…包装用紙  

項目 7．  

○古紙配合率を品質管理項目とする制度、体制および方法はありませんでした。 



項目 8．  

○納入先等からの要請があった場合、一般的な品質規格を明示した納入仕様書

を取交しています。  

項目 9．  

○日本製紙連合会主催の「古紙配合率問題検討委員会」の検討事項であり、そ

の結果に準拠した措置を検討します。  

項目 10．  

○日本製紙連合会主催の「古紙配合率問題検討委員会」の検討事項であり、そ

の結果に準拠した措置を検討します。  
 
 

以上  


